
コンプライアンス

コンプライアンス体制

　横浜ゴムは経営管理本部担当取締役を委員長とするコンプラ
イアンス委員会およびその実行部門としてコンプライアンス推
進室を設置しています。委員会は年4回開催し、当社グループ
のコンプライアンスにかかわる諸施策を継続して実施するとと
もに、その活動状況を取締役会、監査等委員に報告しています。
横浜ゴムグループの企業理念と行動指針は海外も含めたグルー
プ会社に周知され、掲示などを通して各社の取締役・従業員の
職務執行の指針となっています。横浜ゴムのすべての部門には
コンプライアンス推進室兼務者を配置し、職場内の教育啓発活

動の進捗や関連情報の共有を図っています。国内・海外のグ
ループ会社においても、それぞれにコンプライアンス推進責任
者を配置し、同様の活動を展開しています。
　お客さまに提供した商品について市場で品質上の問題やク
レームが発生した場合は、迅速に対応し問題解決を図るととも
に、再発防止活動を行っています。その再発防止対策について
は、定期的に品質監査を行い、是正処置の実施状況を確認して
有効性を検証しています。

内部通報制度

　「コンプライアンス・ホットライン」は公益通報者保護法に則り、
匿名の通報にも対応する制度です。ホットラインの窓口は社内、
社外の2つがあり、社外は弁護士事務所に設置して独立性を確
保しています。また、コンプライアンスに関して疑問に思ったこ
とを、構成員であれば誰でも相談できる「何でも相談室」を設置
しています。2022年度はホットラインと何でも相談室合計で142

件の通報・相談がありました。
　海外子会社については、通報内容により横浜ゴムコンプライア
ンス推進室が直接把握する「グローバル内部通報制度」を設け
ており、海外拠点で順次運用を開始しています。コロナ禍で導入
が一部遅れましたが、2022年までに中国、フィリピン、タイ、北米、
欧州、ベトナムへの導入が一部事業所を除き完了しました。2023

年より、インドネシアの生産拠点への導入検討を開始しています。

基本的な考え方

グローバル化に伴うリスクの拡大に対応するため、横浜ゴムグループ競争法順守ポリシーと同贈収賄禁止ポリシーを制定し、ポ
リシーを具体化した規則・要領を定めて構成員※に示しています。これらとグローバル内部通報制度を組み合わせ、各国各地域
の子会社に展開することで、横浜ゴムグループのコンプライアンスレベルの維持・向上を図っています。
　製品に関する責任に関しては、お客さまの信頼を勝ち取って適正な利益を確保することで、企業の発展と社会に貢献すること
が私たちの使命です。それを果たすには全世界のお客さまが安心して購入し、満足していただける品質の商品を継続して提供
しなければなりません。「横浜ゴム行動指針」では、「お客様の声に耳を傾け、お客様のニーズを適切に把握し、社会的に有用な
製品を開発、設計、製造し、販売します」を掲げています。 ※正社員、契約社員、派遣社員、請負社員含む横浜ゴムグループで働くすべての人員
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Governance

コーポレートガバナンス
●  ガバナンス体制の強化
●  コンプライアンス推進体制の整備

関連するマテリアリティ 取り組み



教育啓発活動

　社内で起きたコンプライアンス問題を題材に、広く従業員に
知ってもらいたい一般的な内容と、特定の部門・役職に絞った内
容に分け、方法も教材配布・職場のグループ学習と集合教育に
使い分ける工夫をしています。
　2022年はハラスメントや品質不正に関する教育を継続すると
ともに、ネットでの誹謗中傷、職場のメンタル・ヘルス、ダイバー
シティ推進、ビジネスと人権などをテーマとしました。

腐敗防止に関する取り組み

　横浜ゴムグループ行動指針では、「6．法令のみならず社会規
範を守ります」を掲げ、「競争法違反行為や贈賄行為はもとより、
法令・ビジネス慣行を逸脱した行為を行いません。」「国の内外
を問わず政治・行政と健全な関係を維持し、贈賄を行いません。
不当な利益を得る目的でビジネスパートナーに接待、贈答、金
銭の供与を行いません。」と宣言し、公務員のみならずビジネス
パートナーに対する行為にも言及しています。
　グローバル内部通報制度では、外部窓口を設けて競争法違反
や贈収賄などの違法行為を迅速に把握することに努め、海外の
導入予定子会社には事前に教育を実施しています。

グループ会社での取り組み

　ベトナムのタイヤ生産会社であるYTVIにおいてグローバル内
部通報制度導入の事前教育として、2022年7～11月に外部法律
事務所による「競争法遵守、贈収賄・不正行為禁止」の教育を実
施し、555名が受講しました。また、タイのタイヤ生産会社であ
るYTMTでは2022年2月から、天然ゴム加工会社YTRCでは2022

年5月から運用を開始しました。

今後の課題と対応策

　グローバル化に伴うリスクの拡大に対応するため、グローバ
ル内部通報制度の導入拡大と教育を継続していく方針です。品
質不正防止については、他社での事例から不正の動機に迫る教
育プログラムを作成し、関連会社を含む国内外の全従業員を対

象に教育を計画、実施することにより、不正が起こらない環境づ
くりをしています。加えて、ルール遵守の観点から業務の確認
および工程の点検を進めており、必要があれば、改善を実施し
ます。

YTMTにおける事前教育の様子

研修機会 人数

海外赴任前研修 31

新任基幹職研修 20

通報制度導入前教育 1,433

総計 1,484

1月   ネットでの誹謗中傷

2月   職場のメンタル・ヘルス

3月   パワハラと指導

4月   ダイバーシティ推進

5月   労災・労災隠し

6月   セクシャルハラスメント・ジェンダーハラスメント

 コンプライアンス職場学習のテーマ（2022年）
当社グループでは、独自の教材を使用して各職場にてコンプライアンスのグ
ループ学習を毎月実施しています。2022年度は、以下のテーマが採り上げら
れました。

7月   ビジネスと人権

8月   内部通報規則の改訂

9月   

10月   地域社会への貢献・配慮

11月   品質に関わる不正

12月   内部通報制度と匿名での通報･相談

職場での優位性を背景にした発言
(マタハラ・パワハラ)

（人）
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